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契 　約 　番　 号
第   　　　　　号
電 力 需 給 契 約 書


１　件　　名 　　仙台市葛岡工場電力需給契約（売電）


２　契約期間 　　令和　８年１０月　１日 から
令和　９年　９月３０日 まで


３　契約単価 　　別記明細書記載のとおり


４  契約保証金 　　免　　　　　　　除


上記の電力の需給について、仙台市と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　　 　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。


令和　８年　　月　　日


住　所　仙台市青葉区国分町三丁目７番１号
発注者　　
氏　名　仙　台　市
代表者　　市　長　　　　　　　　　　　　印


住　所　
受注者
氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印





（総則）
第１条　発注者及び受注者は、この契約に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に、この契約（仕様書を含む。以下同じ。）を履行しなければならない。
２　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。　
３　この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
４　この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
５　この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
６　この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによる。
７　この契約における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによる。
８　この契約は、日本国の法令に準拠する。
９　この契約に係る訴訟については、仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。

（権利義務の譲渡等の禁止）
第２条　受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

（需給電力）
第３条  発注者は、自らの一般廃棄物による自家発電設備からの発生電力のうち、自らが消費する電力を除いた電力（余剰電力）を受注者に供給し、受注者はこれを受電する。

（需給施設及び地点）
第４条　この契約による電力の需給施設及び地点は次のとおりとする。
[bookmark: _Hlk225351339](1) 需給施設　仙台市環境局施設部葛岡工場
(2) 需給地点　仙台市青葉区郷六字葛岡５７番地の１

（発電電力量の増減）
第５条　発注者の発電電力量は、発注者の都合により変動することができる。

（電力需給上の協力）
第６条　発注者及び受注者は、電力需給を円滑に行うため、周波数、電圧及び力率を正常な値に保つ等常に誠意を持って互いに協力するものとする。また、受注者が系統運用するうえで必要な事項については、発注者と受注者とが別途協議して定めるものとする。
２　発注者は、受注者の求めに応じ、発電所の需給計画及び定期点検の実施計画について受注者に提出するものとする。

（託送供給契約）
第７条　余剰電力の供給のために別途一般送配電事業者との託送供給契約が必要な場合、受注者は、受注者の責任と負担により、一般送配電事業者と適切な内容で託送供給契約を遅滞なく締結するものとする。

（送電時間）
第８条　発注者は、廃棄物による余剰電力が発生している場合は常に、受注者に対して送電を行うことができるものとする。ただし、一般送配電事業者が一般送配電事業者の電気工作物の点検又は補修を必要とする場合、若しくはその他保安上必要がある場合は、一般送配電事業者の予告に基づき、発注者は電力供給の中止又は制限について、受注者に速やかに通知するものとする。

（計画値同時同量）
第９条　受注者は発注者に代わり、計画値同時同量の責務を負うものとする。ただし、受注者が実同時同量を選択する場合は、この限りでない。
２　発注者に発電インバランスが発生した場合は、その責務は受注者に帰属するものとする。
３　受注者は、本発電設備で発生する発電インバランスの費用を負担するものとする。

（需給電力量の計量及び算定）
第10条　毎月の需給電力量の計量は、需給地点において、当該地域を管轄する一般送配電事業者が設置した送電用の電力量計（記録型）により計量するものとする。
２　前項に定める需給電力量は、別紙明細書で定める「平日昼間夏季」、「平日昼間その他季」及び「夜間及び休日」の各時間帯に区分して計量するものとする。
３　電力量計の計量は、毎月１日午前０時に行うものとする。
４　電力量計の計量は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が行い、受注者は同社より通知される需給電力量を発注者に速やかに通知し、発注者の確認を受けるものとする。
５　毎月の需給電力量の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
６　計量器の故障等によって需給電力量を正しく計量できなかった場合には、発注者はただちに受注者にその旨を連絡するものとし、前項の算定期間における需給電力量は、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

（料金）
第11条　受注者が発注者に支払う毎月の料金は、次の各号に定める電力量料金と消費税等相当額の合計とする。
(1) 電力量料金
電力量料金は、前条により計量された各時間帯の需給電力量にそれぞれの料金単価を乗じたものとする。
(2) 消費税等相当額
この契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
２　料金の算定における端数処理について、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ１円とし、その端数は切り捨てるものとする。

（電力量料金単価）
第12条　電力量料金単価は、別紙明細書のとおりとする。

（契約単価の変更）
第13条　契約後において、法令の改正、発注者の発電事情等の変動等により、第12条の契約単価を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。

（料金の支払）
第14条　発注者は、第11条により算定された料金を受注者に請求し、受注者は請求書を受領した日の属する月の翌月末日（末日が金融機関の休業日の場合はその前営業日）までに発注者に支払うものとする。ただし、年度末等に発注者から納期限について指示がある場合は、受注者は指示にしたがうものとする。
２　受注者が支払期限までに料金を支払わない場合は、仙台市分担金その他の歳入の延滞金に関する条例（昭和34年10月5日仙台市条例第21号）に規定する延滞金特例基準割合（令和3年1月1日施行）による計算方法に準拠し、遅延損害金を算出し加算するものとする。

（環境に関わる付加価値）
第15条　発注者の発電所から発生し、受注者が需給した電力には、次項の場合を除き、二酸化炭素排出量削減・化石燃料消費削減等の環境に関わる付加価値（非化石価値を含む。）が含まれる。
２　非化石証書（再エネ指定あり）については発注者に帰属するものとする。
３　発注者及び受注者は当該付加価値の取引を円滑に行うため相互に協力し、国及び認定機関等への必要な手続（電力量認定手続等）を遅滞なく行うものとする。

（託送料金の発電側課金）
第16条　託送料金の発電側課金（系統連系受電契約に基づき発注者が一般送配電事業者に対して負担することとなる系統連系受電サービス料金、延滞利息及び契約超過金を指し、以下「発電側課金料金」という。）については、第12条で定める契約単価に含まないものとし、発注者は一般送配電事業者に対して負担する発電側課金相当分を受注者の負担に転嫁するものとする。

（系統連系受電契約等）
第17条　発注者及び受注者は、一般送配電事業者の託送供給等約款に従い、受注者が一般送配電事業者を代理して、系統連系受電契約を締結することを合意し、発注者が新たに系統連系受電契約を希望する場合及び系統連系受電契約の変更が生じる場合、発注者は受注者に申出を行い、申出を受けた受注者が一般送配電事業者に申し出ることで系統連系受電契約が変更されることを承諾する。
２　前項の系統連系受電契約に基づき発注者が一般送配電事業者に対して負担する発電側課金料金の支払いは、受注者が発注者に代わって無償にて行う。ただし、一般送配電事業者が必要と認めた場合は、発注者が発電側課金料金を一般送配電事業者に支払うものとする。
３　発注者及び受注者は、前項に基づき受注者が発注者を代理して支払う発電側課金料金について、受注者が一般送配電事業者から通知を受けた請求金額、支払期日等を原則翌月７営業日以内に発注者に通知のうえ、前項に基づく支払代行に関し受注者が発注者に対して有する支払請求権（発電側課金料金相当額）と第11条の料金債務を対当額にて相殺する方法により精算することに合意する。当該支払期日までに当該相殺によって支払請求権（発電側課金料金相当額）の全額が回収できなかった場合又は当該支払期日前に当該相殺によって支払請求権（発電側課金料金相当額）の全額が回収できないことが判明した場合において当該事実を受注者が発注者に通知した場合、前項にかかわらず、託送供給等約款に従い、当該回収できない金員については、発注者が一般送配電事業者に支払うものとする。
４　発注者は、前項に基づく発電側課金料金相当額を支払期日までに支払わなかった場合、以下の対応が取られる可能性があることを承諾する。
(1) 系統連系受電契約の解約
(2) 発電量調整供給契約の解約
(3) 系統からの解列
５　発注者及び受注者は、一般送配電事業者が発注者との系統連系受電契約を解約する場合、発注者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾する。
６　発注者及び受注者は、発電量調整供給契約が消滅した場合、当該契約の消滅後に逆潮流された電気は、一般送配電事業者が無償で引き取ることを承諾する。
７　本条の具体的な運用等の詳細については、発注者と受注者で別途合意の上定めるものとする。また、本契約締結後、託送供給等約款等の変更が行われた場合において、規定内容を見直す必要がある場合には、合理的な範囲で覚書を作成する。

（電気工作物の調査）
第18条  発注者及び受注者は、この契約に基づく電力需給に直接関係のある電気工作物に対し、相手方から調査の要求があった場合には、これに応じるものとする。

（契約の効力）
第19条  この契約書の条文中、主務官庁の許可、認可又は承認を必要とする事項については、その許可、認可又は承認を得てからその効力を生じるものとする。

（発注者の解除権）
第20条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
[bookmark: _Hlk224309282](2) 天災その他不可抗力によらないで、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第23条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
２　前項の規定により契約を解除したときは、発注者は、当該日から契約満了日に係る予定需給電力量にそれぞれの契約単価を乗じて計算した総額の10分の１に相当する額を違約金として徴収することができる。

（談合による解除）
第20条の2　発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号以下「独占禁止法」という。）第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。　
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
(3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が、刑法（明治40年法律第45号）第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
２　前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

（発注者の任意解除権）
第21条　発注者は、第20条第１項各号及び前条第1項各号に規定するもののほか、契約期間の間、必要があるときは、契約を解除することができる。
２　発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（暴力団等排除に係る解除等）
第22条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者の代表役員等（仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。）別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。）又は一般役員等（要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。）が暴力団員（要綱第２条第４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者（要綱第２条第５号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部（以下「県警」という。）から通報があり、又は県警が認めたとき。
(2) 受注者（その使用人（要綱別表第2号に規定する使用人をいう。）が受注者のために行った行為に関しては、当該使用人を含む。以下この条において同じ。）、受注者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等（要綱第１条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を利用していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき。
(3) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団（要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。）の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき。
(4) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり、又は県警が認めたとき。
(5) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり、又は県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり、若しくは県警が認めたとき。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、受注者が仙台市暴力団排除条例（平成25年仙台市条例第29号）第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり、若しくは県警が認めたとき。
２　受注者が共同企業体である場合、その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは、同項の規定を適用する。
３　前２項の規定により契約が解除された場合においては、第20条第2項の規定を準用する。
４　受注者は、この契約の履行に当たり暴力団等（仙台市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。）から不当介入（要綱第２条第６号に規定する不当介入をいう。以下同じ。）を受けたときは、速やかに所轄の警察署への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等（要綱第７条第２項に規定する下請負人等をいう。）が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。

（受注者の解除権）
第23条　受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
２　受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置）
第24条　受注者は、契約が解除された場合において、受注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を発注者に支払わなければならない。
２　前項の電気料金は、発注者と受注者とが協議して定める。

（損害賠償）
第25条　発注者及び受注者は、この電力の需給に伴って相手方若しくは第三者に損害が生じたときは、その原因者がその損害を賠償しなければならない。
２　受注者は、第20条、第20条の2、第21条又は第22条の規定によりこの契約を解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（契約外の事項）
第26条 この契約に定めのない事項、又はこの契約書の各条項に疑義を生じたときについては、発注者及び受注者は誠意をもって協議し、その処理に当たるものとする。


（明細書）

件名　　仙台市葛岡工場電力需給契約（売電）　　


【契約単価】
・電力量
	区分・時間帯
	単価

	平日昼間※１
	夏季※２
	円/kWh

	
	その他季※３
	円/kWh

	夜間及び休日※４
	円/kWh


上記の単価に消費税等相当額は含まない。


（備考）
※１：休日等を除く日の午前８時から午後１０時までの時間
なお、「休日等」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、および１月２日、１月３日、１月４日、４月３０日、５月１日、５月２日、１２月２９日、１２月３０日、１２月３１日をいう。
※２：７月１日から９月３０日までの期間
※３：１０月１日から翌年の６月３０日までの期間
※４：夏季及びその他季の平日昼間帯を除く時間
